
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  新港東ふ頭Ｓ・Ｔ上屋照明ＬＥＤ化工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１． 照明器具の撤去および新設を追加する。 

２． 配管配線の新設を追加する。 

 

契約変更の理由 

（設計変更） 

 １．現場詳細調査の結果、図面に記載している箇所以外にも照明器具があることがわかった 

   ため、撤去および新設を追加する。 

 

 ２．Ｓ上屋西側庇下照明回路について、照明器具を更新しても絶縁不良が改善されないことが 

   わかったため、配管配線の新設を追加する。 

(公表様式第６号） 


